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～地域建設業経営強化融資制度の期限が延長されました～ 
以前の事務所ニュースにも掲載致しました、「建設業者が、公共工事請負代金債権を担保に事業協同組合等又は一

定の民間事業者から出来高に応じて融資を受けられるとともに、保証事業会社の保証により、工事の出来高を超え

る部分についても金融機関から融資を受けることが可能となる制度」である『地域建設業経営強化融資制度』の期

限が平成２６年３月３１日まで延長されました。 

 制 度 の 概 要 

 〇受注した公共工事の出来高が５割に達した場合、出来高に応じて融資が受けられます（複数回利用可能）。 

貸付金利は、事業協同組合等への助成措置により低利となります。 

〇未完成部分の施工に要する資金については、前払金の支払いを受けている場合、保証事業会社の金融保証によ

り、融資を受けやすくなります。また、東日本大震災の被災地域における災害廃棄物の撤去等に係る債権も新

たに対象となりました。 

〇公共性のある民間工事を受注した場合や東日本大震災の被災地域における災害廃棄物の撤去等（がれきの処理

等）を受注した場合も対象となります。 

 詳しい事業・制度の流れについては下記のお問合せ先を参照下さい。 

『地域建設業経営強化融資制度』のお問い合わせ 

  国土交通省 建設市場整備課・建設業課 ０３－５２５３－８２８１ 

  国土交通省 関東地方整備局 建設産業第一課 ０４８－６００－１９０６ 

  財団法人 建設業振興基金 業務第一部 ０３－５４７３－４５７５ 

融資のご相談先 

  事業協同組合等及び北保証サービス株式会社、株式会社建設経営サービス、株式会社建設総合サービスについ

ては下記の財団法人建設業振興基金のホームページをご覧下さい。 

  URL：http://www.kensetsu-kikin.or.jp/saimu/keieikyouka.html 

 東日本建設業保証株式会社 ０３－３５４５－５１２５              （山中、中山、森） 

 5 月 1 日、今日からクールビズです。皆さま、お元気でご活躍のことと思います。夏場の節電の一環として、

上着を脱いでノーネクタイで勤務する「クールビズ」が今日から始まりました。期間は 10 月 31 日迄です。クー

ルビズは 2005 年に中央省庁が提唱しました。室内の冷房温度を 28 度に設定しても、快適に過ごせる軽装での

勤務を認めています。当初の期間は 6 月から 9 月迄でしたが、東日本大震災が発生した 11 年以降、開始を 5 月

に 1 カ月前倒しするとともに、終了も 10 月迄 1 カ月延長しています。今月の日本代表（ザックジャパン）の日

程は、5 月 30 日に日本 VS ブルガリア（国際親善試合）が豊田スタジアム（19：20 分キックオフ）で行われ
ます。6 月 4 日、11 日に行われる W 杯アジア最終予選に向けて、良い試合をしてもらいたいですね。  中 村 

 
 

 
 
夏に向かって、日に日に暑さが増してくると、冷えたビ

ールが一段とおいしくなってくるという方も多いと思いま
す。ビールは衝撃や振動に弱いもので、振動を与えられ
たビールは、炭酸ガスの状態が不安定になり、グラスに
注ぐと泡が異常に発生して確実に味が落ちてしまいま
す。したがって、ビールを冷蔵庫で冷やすには、ドアの開
閉のたびにビールに振動を与えてしまうドア側ではなく、
本体側に置くようにすることが重要です。 
また、ビールは必ず縦にして保存し、スペースの関係

でどうしても横にしなくてはならない時も、飲む３０分前に
は縦にして、炭酸ガスの状態を安定させた方がおいしく
なるようです。 
ちなみに、ビールを冷蔵庫で冷やす時間の目安として

は、夏が５～６時間、冬なら２～３時間ぐらいだそうです。 
                      （森） 

 
 
 

Ｑ：ビニールハウス築造の工事を行うには建設業許可業種は

どの業種が必要となりますか？ 

Ａ：基本的には「とび・土工工事業」が該当します。 

ビニールハウスには、農業用、園芸用などがあり、ハウス

を囲む材料にもビニール、ガラス、プラスチックなど多種あ

りますが、基本的には、土台の築造、骨組みの組み立てとい

う考えから「とび・土工工事業」となります。 

この場合、骨組みの材料が既に加工された鉄骨等を現場で

組み立てることのみを請負いビニールハウスを完成させる

のが、「とび・土工工事業」における鉄骨組み立て工事であ

り、鉄骨等の築造、加工から組立てまでを一貫して請負いビ

ニールハウスを完成させるのが、「鋼構造物工事業」におけ

る鉄骨工事となります。            （森） 
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